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衆
議
院
議
員
大
島
令
子
君
提
出
外
国
人
学
校
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
国
人
学
校
の
卒
業
者
に
対
す
る
高
等
学
校
や
大
学
へ
の
入
学
機
会
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
「
規
制
改
革
推
進
三
か
年
計

画
（
改
定
）
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
度
中
の
措
置
を
目
指
し
検
討
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

大
学
へ
の
入
学
機
会
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
従
前
よ
り
、
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
す
れ
ば
外
国
人
学
校
の
卒
業
者
に

対
し
て
も
大
学
入
学
資
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
教
育
の
国
際
化
の
観
点
か
ら
も
、
我
が
国
の
学
校
制

度
と
の
整
合
性
を
勘
案
し
つ
つ
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
一
定
水
準
の
教
育
を
受
け
て
卒
業
し
た
生
徒

が
希
望
す
る
場
合
に
は
大
学
や
高
等
学
校
に
入
学
す
る
機
会
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
た
総
合
規
制
改
革
会
議
の
規

制
改
革
の
推
進
に
関
す
る
第
一
次
答
申
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
一
日
）
の
趣
旨
に
沿
っ
て
検
討
し
、
本
年
三
月
六
日
に
、

国
際
的
に
実
績
の
あ
る
評
価
団
体
に
よ
り
教
育
内
容
が
一
定
水
準
に
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
た
外
国
人
学
校
の
卒
業
者
に
対

し
て
大
学
入
学
資
格
を
与
え
る
と
の
対
応
案
を
公
表
し
た
。
現
在
、
当
該
案
に
対
す
る
様
々
な
意
見
を
踏
ま
え
、
外
国
人
学

校
の
卒
業
者
に
対
す
る
大
学
へ
の
入
学
機
会
の
拡
大
に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
る
。

一



ま
た
、
高
等
学
校
へ
の
入
学
機
会
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
規
則
（
昭

和
四
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
六
号
）
を
改
正
し
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
は
な
く
、

義
務
教
育
諸
学
校
に
在
学
せ
ず
、
同
規
則
に
基
づ
く
認
定
試
験
（
以
下
「
認
定
試
験
」
と
い
う
。
）
の
日
の
属
す
る
年
度
の

終
わ
り
ま
で
に
満
十
五
歳
に
達
す
る
者
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ
り
ま
で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
、
新
た
に
認
定
試
験
の
受
験
資
格
を
認
め

る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
認
定
試
験
の
日
の
属
す
る
年
度
の
終
わ
り
ま
で
に
満
十
五
歳
以
上
に
な

る
も
の
に
つ
い
て
、
既
に
認
定
試
験
の
受
験
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
国
人
学
校
の
卒
業
者
に
対
す
る
大
学
へ
の
入
学
機
会
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
現
在
検

討
中
で
あ
る
。

高
等
学
校
や
大
学
へ
の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
児
童
・
生
徒
が
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
以
下
「
一
条
学
校
」
と
い
う
。
）
を
卒
業
し
た
場
合
に

二



は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
と
同
様
に
高
等
学
校
や
大
学
へ
の
入
学
資
格
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
条
学
校
を
卒
業

し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
令
上
の
要
件
を
満
た
す
者
に
つ
い
て
は
、
認
定
試
験
又
は
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格

し
た
場
合
は
高
等
学
校
又
は
大
学
へ
の
入
学
資
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
制
度
上
不
合
理
な
差
別
が
あ
る

と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
あ
る
教
育
施
設
を
学
校
教
育
法
上
ど
の
よ
う
な
教
育
施
設
と
し
て
認
可
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
設
置

者
の
認
可
申
請
に
基
づ
き
、各
々
の
学
校
種
に
つ
い
て
満
た
す
べ
き
法
令
上
の
要
件
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
制
度
上
不
合
理
な
差
別
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
に
お
い
て
調
査
処
理
し
た
事
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
生
徒
が
「
朝
鮮
へ

帰
れ
」
な
ど
の
暴
言
を
浴
び
せ
ら
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
法
務
局
職
員
が
相
手
方
に
発
言
の
不
当
性
を
説
諭
し
た
と
い
う
事

例
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
生
徒
が
登
下
校
の
際
に
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
事
案
に
お
い
て
、
法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁
護
委
員

が
学
校
の
周
辺
で
啓
発
活
動
を
行
っ
た
と
い
う
事
例
な
ど
が
あ
る
。

四
に
つ
い
て

三



御
指
摘
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
用
務
の
都
合
に
よ
り
我
が
国
に
短
期
間
滞
在
す
る
外
国
人
児
童
・
生
徒
を
多
く

受
け
入
れ
て
い
る
各
種
学
校
が
、
対
内
直
接
投
資
を
促
進
し
、
海
外
か
ら
優
秀
な
人
材
を
呼
び
込
む
上
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
に
滞
在
す
る
外
国
人
児
童
・
生
徒
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
に
お
い
て
は
、
法
務
局
・
地
方
法
務
局
に
専
用
相
談
電
話
「
子
ど
も
の
人
権
一
一
〇
番
」
を
設

置
し
、
子
ど
も
の
人
権
に
関
わ
る
問
題
の
実
態
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
警
察
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
学
校
の

関
係
者
と
緊
密
に
連
携
を
取
り
、
児
童
・
生
徒
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
事
件
発
生
時
の
通
報
体
制
を
確
立
し
、
そ
の
実
態
の
把

握
に
努
め
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

在
日
朝
鮮
人
児
童
・
生
徒
へ
の
嫌
が
ら
せ
行
為
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
法
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
四
年
九
月

十
九
日
、
法
務
局
・
地
方
法
務
局
の
人
権
擁
護
部
門
に
対
し
、
重
点
的
な
啓
発
活
動
の
実
施
、
人
権
相
談
等
へ
の
積
極
的
な

取
組
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
指
示
に
基
づ
き
、
法
務
局
・
地
方
法
務
局
で
は
、
啓
発
ポ
ス
タ
ー
及
び
啓
発
チ
ラ

シ
を
約
三
十
五
万
枚
作
成
し
、
全
国
約
二
百
五
十
か
所
に
お
い
て
街
頭
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
啓
発
チ
ラ
シ
等
の
配
布
等
を

四



行
っ
た
。
ま
た
、
警
察
に
お
い
て
は
、
在
日
朝
鮮
人
児
童
・
生
徒
の
登
下
校
時
間
帯
の
通
学
路
の
警
戒
を
強
化
す
る
な
ど
の

対
応
を
と
っ
て
き
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
在
日
朝
鮮
人
児
童
・
生
徒
へ
の
嫌
が
ら
せ
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
重
点
的
な
啓
発
活
動
等
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
人
権
相
談
等
に
対
す
る
積
極
的
な
取
組
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

昨
年
秋
以
降
、
朝
鮮
学
校
の
児
童
・
生
徒
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
に
関
し
、
被
害
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
事
件
と
し
て
把
握

し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
朝
鮮
学
校
に
脅
迫
文
書
が
郵
送
さ
れ
た
事
件
、
朝
鮮
学
校
の
施
設
の
一
部
が
破
損
さ
れ
た
事
件
、

朝
鮮
学
校
生
徒
の
制
服
が
切
ら
れ
た
事
件
、
朝
鮮
学
校
の
自
動
車
に
取
り
付
け
ら
れ
た
部
品
が
破
損
さ
れ
た
事
件
が
あ
り
、

そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
現
在
、
警
察
に
お
い
て
捜
査
中
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
達
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
二
年
八
月
二
十
五
日
内
閣
参
質
一
四
七
第
五
三
号
）

第
三
の
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
効
力
を
失
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
学
校
を
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定

す
る
各
種
学
校
と
し
て
認
可
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
所
轄
庁
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
が
関
係
法
令
に
基
づ
き
適
切
に
判
断
す

五



る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

六


